
コロナ感染者情報共有システム（MCS）利用イメージ

保健所

当番医B

現状運用

当番医A

（例）9/10

（例）9/11発生届・疫学調査票

発生届・疫学調査票

⑦治療・対応情報を追記し返送

神田医師会

【オンラン診療を依頼する患者１人あたり以下の作業が必要】

１：保健所から当番医へ、オンライン診療を依頼し書類（発生届・疫学調査票）をFAXで送付する。
２：当番医Ａから治療・対応情報を追記された書類（発生届・疫学調査票）をFAXで受信する。

３：翌日当番医Ｂにオンライン診療を依頼し書類（発生届・疫学調査票）をFAXで送付する。
４：当番医Ｂから治療・対応情報を追記された書類（発生届・疫学調査票）をFAXで受信する。

②オンライン診療依頼

④治療・対応情報を追記し返送

コロナ感染者情報共有システム

MCS（AWSを利用）
【システム管理者 神田医師会会長】
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システム利用後の運用イメージ

FAX送信していた情報を
神田医師会運用のシステム
へ利用者として入力を行う

【システム利用のメリット】

１：システム上の発生届・疫学調査票の各当番医が参照・更新することが可能となり、自宅療養者
への対応が迅速となる。

２：第５波等で感染が再度拡大し、自宅療養者が増えてオンライン診療の対象者が増加しても迅速
な対応が可能となる。


